
,平成2 0年度献血受入計画について く概要l.

平成2 0年度献血受入計画については, r安全な血液製剤の安定供給の確保等に関す

る法律J第1 1粂及び同法律施行規則第4条に則り,各都道府県と協議し,当該年度に

献血により受け入れる血液の目標量,.その目標量を確保するために必要な措置に関する

事項及びその他献血の受入れに関する重要事項について1以下のとおり計画しますo

l..当該年度に献血により受け入れる血液の目標量.

平成2 0年度に献血により受け入れる血液の目標量については,各都道狩県におけ

る過去3年の輸血用血液製剤の需要動向と原料血賠の必要量から安定供給を確保す

るために,全血献血で約1 3.0万リットルl血小板成分献血で約3 1万リット八.血

購成分献血で約3 6万リットルの合計約1 9 7万リットルを確保することとしますo

なおl都道府県別目標量については,別紙1のとおりですo

日本赤十字社では,これらの目標畳を確保するために,臥坤方公共団体等との連
携の下に献血受入れに取り組みますo

2.前項の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

くい 献血受入体制

0平成2 0年度に献血により受け入れる血液の目標量を確保するための各都道嘩

県献血受入施設ごとの稼動数及び目標畳についてはl別細2のとおりとしl医療

機関の需要に応じた400mL及び原料血賠確保のための成分献血を積極的に受入

れることとしますD

el献血者の利便性に配慮し,立地条件等を考慮した採血所の設嵐移動採申喜によ

る計画的採血乳効率的な療血を市うためOl献血受入体制の整備及び充実を継続

的に検討します.

61献血者が安心して献血セきるように職員の教育訓練の充実強化により献血者の

処遇向上.事故防止.安全確保に努めますこまた,アンケ-ト調査の実施等によ

り献血者の要望を把撞し,献血受入体制の充実に努めるとともに,嘩血者健康被

害救済制度の適正な運用に努めます-o
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